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○静岡県砂防指定地管理条例 

平成15年３月20日 

条例第35号 

静岡県砂防指定地管理条例をここに公布する。 

静岡県砂防指定地管理条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、砂防法（明治30年法律第29号。以下「法」という。）及び砂防法施行規程（明治30年勅令第

382号）の規定に基づき、砂防指定地及び砂防設備の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「砂防指定地」とは、法第２条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。 

２ この条例において「砂防設備」とは、法第１条に規定する砂防設備をいう。 

（行為の制限） 

第３条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を

受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び治水上砂防のため支障を来

すおそれが少ない行為として規則で定める行為については、この限りでない。 

(1) 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却 

(2) 竹木の伐採又は滑り降ろし若しくは地引きによる運搬 

(3) 土地の掘削、開墾、盛土その他土地の形状を変更する行為 

(4) 土石又は砂れきの採取、集積又は投棄 

(5) 鉱物の採掘、集積又は投棄 

(6) 芝草の掘取り 

(7) 火入れ 

２ 知事は、前項の許可に治水上砂防のため必要な条件を付することができる。 

（許可の基準） 

第４条 知事は、前条第１項の許可の申請があった場合には、その申請に係る行為が規則で定める基準に適合する

と認めるときは、同項の許可をしなければならない。 

（経過措置） 

第５条 砂防指定地の指定の際現に当該砂防指定地内において権原に基づき第３条第１項各号のいずれかに該当す

る行為（同項ただし書に規定する行為を除く。）をしている者は、従前と同様の条件により、当該行為について

同項の許可を受けたものとみなす。 

（許可の特例） 

第６条 国又は地方公共団体が行う第３条第１項各号に規定する行為（同項ただし書に規定する行為を除く。）に

ついては、知事との協議が成立することをもって同項の許可を受けたものとみなす。 

（変更の許可） 

第７条 第３条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとする場合には、規則で定めるとこ
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ろにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、変更しようとする行為が同項ただし書に規定する行為

に該当するときは、この限りでない。 

２ 第３条第２項、第４条及び前条の規定は、前項の許可について準用する。 

（砂防設備に関する禁止行為） 

第８条 何人も、砂防設備を損傷する行為をしてはならない。 

（砂防設備の占用等の許可） 

第９条 砂防設備を占用し、又は使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければ

ならない。 

２ 前項の許可の有効期間は５年以内とする。これを更新しようとするときの期間についても、また同様とする。 

３ 第３条第２項及び第６条の規定は、第１項の許可について準用する。 

（地位の承継） 

第10条 この条例の規定による許可を受けた者（以下「許可を受けた者」という。）について相続、合併又は分割

（当該許可に係る行為を承継させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併

により設立された法人又は分割により当該行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、当該承継の日から14日以内に、規則で定めるところ

により、知事に届け出なければならない。 

（届出等） 

第11条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、着手する日の５日前までに、規則で

定めるところにより、知事に届け出なければならない。 

２ 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、７日以内に、規則で定める

ところにより、知事に届け出なければならない。 

３ 許可を受けた者は、住所又は氏名（法人にあっては主たる事務所の所在地又は名称）を変更したときは、14日

以内に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。 

（標識の設置） 

第12条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う期間中、当該行為に係る場所に、規則で定めるところによ

り、標識を設置しなければならない。 

（監督処分） 

第13条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、治水上砂防のため必要な限度において、この条例の

規定によってした許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、砂防指定地

に存する施設若しくは工作物の改築、移転若しくは除却、当該施設若しくは工作物により生ずる損害を防止する

ために必要な施設をすること、若しくは原状回復を命ずることができる。 

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者 

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者 

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者 

２ 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、
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又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。 

(1) 砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。 

(2) 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。 

（委任） 

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は２万円以下の罰金に処する。 

(1) 第３条第１項又は第７条第１項の規定に違反して、第３条第１項各号に規定する行為をした者 

(2) 第８条の規定に違反した者 

(3) 第９条第１項の規定に違反して、砂防設備を占用し、又は使用した者 

(4) 第13条の規定による命令に違反した者 

（両罰規定） 

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条

に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 

附 則 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令（平成14年政令第329

号）第１条の規定による改正前の砂防法施行規程の規定に基づく静岡県砂防指定地管理規則（昭和42年静岡県規

則第46号。以下「管理規則」という。）第４条第１項、第５条第１項、第８条第２項又は第９条第１項に規定す

る許可を受けている者は、それぞれ静岡県砂防指定地管理条例（以下「新条例」という。）第３条第１項、第７

条第１項又は第９条第１項に規定する許可を受けたものとみなす。 

３ この条例の施行の際現に知事に対しされている管理規則第４条第１項、第５条第１項、第８条第２項又は第９

条第１項に規定する許可に係る申請は、それぞれ新条例第３条第１項、第７条第１項又は第９条第１項の規定に

よりされた許可に係る申請とみなす。 

 


